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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも移動側メンバーと、移動側メンバーを摺動自在に保持する移動側支持メンバー
よりなり、移動側メンバーの最大伸長状態で、移動側支持メンバーに形成されたストッパ
ー部に移動側メンバーに設けられたロック用レバーがロックされ、移動側メンバーが一旦
摺動不能状態となり、ロック用レバーのロック解除によって、移動側メンバーを収納方向
に移動可能としたスライドレールにおいて、ロック用レバーは移動側メンバーの基板を挿
通して外方に突出する操作用連結突片を有し、操作用連結突片と移動側メンバーとともに
移動する移動側部材の前面側に設けられたロック解除操作部が連係機構を介して連結され
、ロック解除操作部の操作によって、連携機構はロック用レバーをロック解除方向に移動
させることを特徴とするスライドレール。
【請求項２】
ロック解除操作部は、移動側メンバーの収納方向に移動して、操作用連結突片を移動側メ
ンバーの基板を挿通する外方に移動させることで、ロック用レバーをロック解除姿勢とす
ることを特徴とする請求項１に記載のスライドレール。
【請求項３】
連係機構は、ロック解除操作部が前端部に設けられ、後端部にリンク連結部が設けられた
、移動側メンバーの摺動方向に移動自在に移動側部材に保持された操作杆と、リンク連結
部と操作用連結突片を連結する操作用リンクよりなり、移動側メンバーの最大伸長状態で
、操作用リンクと操作用連結突片の連結部分が、操作用リンクとリンク連結部の連結部よ
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り前側に位置していることを特徴とする請求項２に記載のスライドレール。
【請求項４】
スライドレールは左右に所定間隔を有して配設され、ロック解除操作部が左右のスライド
レール間のほぼ中央部の移動側部材の前面側に設けられ、左右の操作用連結突片とロック
解除操作部は連係機構を介して連結され、ロック解除操作部の操作によって、左右のロッ
クレバーは同時にロック解除方向に移動することを特徴とする請求項１に記載のスライド
レール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引出し、機器等を本体側から引出して最大引出し位置となった状態で、前後
方向への移動が阻止されたロック状態となり、機器等を修理、点検のため本体側より抜き
出す必要がある時、あるいは、機器類等を本体内に収納する時、所定の操作でロック状態
が解除可能なスライドレールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上記スライドレールは、移動側メンバーの最大引出し位置で、前後方向への移動
が阻止されたロック状態とするため、移動側メンバーにストッパー部材（本発明ではロッ
ク用レバー）を設け、ストッパー部材に形成したストッパー孔を、移動側メンバーを保持
するメンバーの前端部分に取り付けられる案内部材に一体に形成されたストッパー部（本
発明ではストッパー部）を係合させていた。
　そして、ストッパー孔とストッパー部の係合状態（スライドレールのロック状態）を解
除し、移動側メンバーを本体外あるいは本体内に移動するには、ストッパー部材の先端部
分を指先で移動側メンバーの基板方向に押しやり、ストッパー部とストッパー孔の係合状
態を解除した状態を維持しながら、移動側メンバーを本体外あるいは本体内の方向に移動
させていた。（例えば特許文献１参照。）
【０００３】
　しかしながら、スライドレールは、左右一対で使用されるのが一般的であり、しかも移
動側メンバーの最大引出し位置で、前後方向への移動が阻止されたロック状態となるスラ
イドレールは左右幅の大きい引き出し、あるいは、重量物を載置する棚板などに使用され
る事が多く、左右同時にロック状態を解除するのが困難であり、あるいは、ストッパー部
材の操作中に不意に移動側メンバーが移動（スライドレールが確実に水平状態に取り付け
られておらず、重量物が載置されている場合等）して指先を傷つけたりする場合があった
。
【０００４】
【特許文献１】特許文献２００３－２３５６６０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記問題を解決する事を課題とし、ロック状態を解除する操作が安全かつ容
易な位置で、しかも、左右のスライドレールのロック状態を同時に解除することができる
スライドレールを提供する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する為、本発明が手段とする第１の特徴は、少なくとも移動側メンバー
と、移動側メンバーを摺動自在に保持する移動側支持メンバーよりなり、移動側メンバー
の最大伸長状態で、移動側支持メンバーに形成されたストッパー部に移動側メンバーにも
うけられたロック用レバーがロックされ、移動側メンバーが一旦摺動不能状態となり、ロ
ック用レバーのロック解除によって、移動側メンバーを収納方向に移動可能としたスライ
ドレールにおいて、ロック用レバーは移動側メンバーの基板を挿通して外方に突出する操
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作用連結突片を有し、操作用連結突片と移動側メンバーとともに移動する移動側部材の前
面側に設けられたロック解除操作部が連係機構を介して連結され、ロック解除操作部の操
作によって、連携機構はロック用レバーをロック解除方向に移動させるものである。
【０００７】
次に本発明が手段とする第２の特徴は、第１の手段として構成したところに加え、ロック
解除操作部は、移動側メンバーの収納方向に移動して、操作用連結突片を移動側メンバー
の基板を挿通する外方に移動させることで、ロック用レバーをロック解除姿勢とするもの
である。
【０００８】
次に本発明が手段とする第３の特徴は、第２の手段として構成したところに加え、連係機
構は、ロック解除操作部が前端部に設けられ、後端部にリンク連結部が設けられた、移動
側メンバーの摺動方向に移動自在に移動側部材に保持された操作杆と、リンク連結部と操
作用連結突片を連結する操作用リンクよりなり、移動側メンバーの最大伸長状態で、操作
用リンクと操作用連結突片の連結部分が、操作用リンクとリンク連結部の連結部より前側
に位置しているものである。
【０００９】
次に本発明が手段とする第４の特徴は、第１の手段として構成したところに加え、スライ
ドレールは左右に所定間隔を有して配設され、ロック解除操作部が左右のスライドレール
間のほぼ中央部の移動側部材の前面側に設けられ、左右の操作用連結突片とロック解除操
作部は連係機構を介して連結され、ロック解除操作部の操作によって、左右のロックレバ
ーは同時にロック解除方向に移動するものである。
【発明の効果】
【００１０】
請求項１に記載の発明によると、ロック用レバーは移動側メンバーの基板を挿通して外方
に突出する操作用連結突片を有し、ロック解除操作部が連係機構を介して連操作用連結突
片に結されているので、ロック解除操作部を、ロック用レバーからはなれた移動側部材の
前面側に設けることができ、操作が安全かつ容易である。
請求項２に記載の発明によると、前記効果に加え、ロック解除操作部は、移動側メンバー
の収納方向に移動して、ロック用レバーをロック解除姿勢とさせるものであるから、指先
のロック解除動作と移動側部材の収納方向への移動を同時に一連の動作で行う事ができる
ので、非常に使い勝手が良い。
【００１１】
請求項３に記載の発明によると、請求項２に記載の発明の効果に加え、連係機構は、操作
杆と、操作用リンクからなる簡単な構成であるから、安価に製作でき、移動側部材への組
み付け作業も容易である。
さらに、移動側メンバーの最大伸長状態で、操作用リンクと操作用連結突片の連結部分が
、操作用リンクとリンク連結部の連結部より前側に位置しているので、ロック解除部を移
動側メンバーの収納方向に移動させると、操作用リンクの端部は操作用連結突片を移動側
メンバーの基板を挿通する外方に移動させるので、ロック用レバーを確実にロック解除姿
勢とすることができる。
【００１２】
請求項４に記載の発明によると、請求項１に記載の発明の効果に加え、スライドレールを
左右に配設され、ロック解除操作部が左右のスライドレール間のほぼ中央部の移動側部材
の前面側に設けられ、左右の操作用連結突片とロック解除操作部は連係機構を介して連結
され、ロック解除操作部の操作によって、左右のロック用レバーは、同時にロック解除方
向に移動するものであるから、左右のスライドレールがはなれた左右幅の大きい移動側部
材であっても、移動側部材の中央部の指先だけの操作で、左右のスライドレールのロック
状態を同時に解除できるので、非常に使い勝手がよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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少なくとも移動側メンバーと、移動側メンバーを摺動自在に保持する移動側支持メンバー
よりなり、移動側メンバーの最大伸長状態で、移動側支持メンバーに形成されたストッパ
ー部に移動側メンバーにもうけられたロック用レバーがロックされ、移動側メンバーが一
旦摺動不能状態となり、ロック用レバーのロック解除によって、移動側メンバーを収納方
向に移動可能としたスライドレールにおいて、スライドレールは左右に所定間隔を有して
配設され、ロック用レバーは移動側メンバーの基板を挿通して外方に突出する操作用連結
突片を有し、左右の操作用連結突片と移動側メンバーとともに移動する移動側部材の前面
側に設けられたロック解除操作部が連係機構を介して連結され、連係機構は、前端部にロ
ック解除操作部が設けられ後端部にリンク連結部が設けられた、移動側メンバーの摺動方
向に移動自在に移動側部材に保持された操作杆と、リンク連結部と操作用連結突片を連結
する操作用リンクよりなり、移動側メンバーの最大伸長状態で、操作用リンクと操作用連
結突片の連結部分が、操作用リンクとリンク連結部の連結部より前側に位置し、ロック解
除操作部の移動側メンバーの収納方向の移動によって、左右の操作用連結突片を移動側メ
ンバーの基板を挿通する外方（互いに近づく方向）に移動させることで、ロック用レバー
をロック解除姿勢とするものである。　
【実施例】
【００１４】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
　図１から図４において、符号１００、１００は、左右のスライドレールを示し、左右の
スライドレール１００、１００は、対向した同形に形成されて、固定側部材２００（実施
例では、炊飯器等の収納体２０１の所定高さ位置に固定された固定棚）に固定側連結座２
０２、２０２を介して連結され、移動側部材２０３（本実施例では炊飯器の載置棚）に移
動側連結座２０４、２０４を介して連結され、左右のスライドレール１００、１００間に
配設された連係機構７６にて、左右のスライドレール１００、１００は同時に操作可能と
なっている。
そして、一方側のスライドレール１００は、固定側連結座２０２を介して機器類等の本体
側に連結される固定側メンバー１と、中間メンバー３と、移動側メンバー５と、中間メン
バー３と固定側メンバー１間に配設されるボールリテーナー２と、中間メンバー３と移動
側メンバー５間に配設されるボールリテーナー４より構成されている。
【００１５】
　固定側メンバー１は、帯状金属板の上下端部を外向き円弧状に彎曲せしめて、内面長手
方向にボール案内溝が形成された上下の折曲縁１１、１１と基板１２より断面略Ｃ字形に
形成されている。
　そして、基板１２の前後端部を移動側メンバー５側に突出せしめて、ボールリテーナー
２、中間メンバー３の摺動範囲を規制する中間メンバー前ストッパー（図示せず。）、中
間メンバー後ストッパー１３を形成している。
　そして、基板１２の摺動方向所定位置には、固定側メンバー１と固定側連結座２０２を
連結するための連結孔が形成され、上下の折曲縁１１、１１の摺動方向略中間部には後記
する回動ロック片７の係止部１５、１５が係止されている。
【００１６】
　中間メンバー３は、内メンバー３１と外メンバー３２（図１５に示す。）より構成され
ている。
　内メンバー３１は、固定側メンバー１の約２分の１程度の長さで、固定側メンバー１に
挿入可能な大きさに、帯状金属板の上下端部を内向き円弧状に彎曲せしめて、外面長手方
向にボール案内溝が形成された上下の折曲縁３１１、３１１（図１２に示す。）と、基板
３１２より断面略Ｃ字形に形成されている。
　そして、中間メンバー３の最大伸長状態で、中間メンバー前ストッパー（図示せず。）
に前端が当接したボールリテーナー２の後端に当接する内メンバー後ストッパー３１３（
図１１に示す。）が、基板３１２の後端部を固定側メンバー１側に突出せしめて形成され
ている。
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【００１７】
　外メンバー３２は、固定側メンバー１とほぼ同長で、帯状金属板の上下端部を外向き円
弧状に彎曲せしめて、内面長手方向にボール案内溝が形成された上下の折曲縁３２１、３
２１（図１２に示す。）と基板３２２より、固定側メンバー１と断面同形の略Ｃ字形に形
成されている。
　そして、基板３２２の後端部を固定側メンバー１側に突出せしめて、固定側メンバー１
に収納された時、中間メンバー後ストッパー１３に当接する外メンバー後ストッパー３２
３（図示１１に示す。）が形成され、外メンバー後ストッパー３２３の所定寸法前側に、
後記する回動ロック片７の後端部が嵌挿する回動範囲規制孔７００（図示１１に示す。）
が形成され、回動ロック片７の取付け位置の所定寸法前方に、移動側メンバー５側に突出
するリテーナーストッパー３２４（図示１１に示す。）が形成されている。
【００１８】
　一方、基板３２２の前端部には、移動側メンバー５側に突出するストッパー部９３を前
端中央部内面に有する案内部材９が設けられ、基板３２２の後端部には後部が回動規制孔
７００を嵌挿する回動ロック片７が回動自在に設けられ、基板３１２、３２２同士を固着
して、中間メンバー３は構成されている。
【００１９】
　移動側メンバー５は、固定側メンバー１とほぼ同長で、金属製の細長条板の短手両端部
を内向き円弧状に折り曲げて形成された外面長手方向（摺動方向）にボール案内溝を有す
る上下の折曲縁５１、５１（図１２に示す。）と、基板５２より、断面略Ｃ字形に形成さ
れている。　符号５４・・・（図４に示す。）は、移動側部材２０３と連結される移動側
連結座２０４の連結孔を示している。
【００２０】
　そして、移動側メンバー５が、中間メンバー３の外メンバー３２内に完全に収納された
時、基板３２２の前端部に設けられた案内部材９の一部に当接して、移動側メンバー５の
収納方向への摺動を停止せしめる移動側メンバーストッパー５３、５３（図４に示す。）
が、両折曲縁５１、５１の前端部に外方に突出して形成されている。
　さらに、移動側メンバー５が中間メンバー３に対し、最大伸長状態となった時、基板３
２２の前端部に設けられた案内部材９のストッパー部９３に係合して、移動側メンバー５
の引出し方向への摺動を停止せしめるロック用レバー６が、基板５２の中程に設けられて
いる。
　そして、ロック用レバー６とストッパー部９３の係合状態を解除する事で移動側メンバ
ー５は、中間メンバー３から抜き出し、および、収納可能となる。
【００２１】
　ボールリテーナー２（図１５に示す。）は、固定側メンバー１の半分程度の長さの金属
製の細長条板の短手両端部を、固定側メンバー１の上下の折曲縁１１、１１と中間メンバ
ー３（内メンバー３１）の上下の折曲縁３１１、３１１間に突出せしめたＬ字形の折曲片
２１、２１と、折曲片２１、２１間に略コ字形に形成された基板２２より構成され、折曲
片２１、２１の長手方向にボール２０・・・を回転自在に保持している。
　そして、中間メンバー３の最大伸長状態で、ボールリテーナー２の基板２２の前端部は
、固定側メンバー１の中間メンバー前ストッパー（図示せず。）の内面に当接し、基板２
２の後端には中間メンバー３（内メンバー３１）の内メンバー後ストッパー３１３が当接
する。
【００２２】
　ボールリテーナー４（図１５に示す。）は、移動側メンバー５の半分程度の長さの金属
製の細長条板の短手両端部を、移動側メンバー５の上下の折曲縁５１、５１と中間メンバ
ー３（外メンバー３２）の上下の折曲縁３２１、３２１間に突出せしめたＬ字形の折曲片
４１、４１と、折曲片４１、４１間に略コ字形に形成された基板４２より構成され、折曲
片４１、４１の長手方向にボール４０・・・を回転自在に保持している。
　そして、移動側メンバー５の最大伸長状態で、ボールリテーナー４の基板４２の前端部
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は、中間メンバー３（外メンバー３２）の案内部材９の一部に当接する。
又、抜き出された移動側メンバー５が挿着されるとき、不測にボールリテーナー４が不測
に収納側に移動して回動ロック片７に接触しないよう、基板４２の後端部が当接するリテ
ーナーストッパー３２４が中間メンバー３（外メンバー３２）に形成されている。
【００２３】
　回動ロック片７は、前端部に取付孔を有する取付基板７１と、取付基板７１の上下端部
に形成された、移動側メンバー５の基板５２方向に突出し、後方に向かって互いの間隔が
広がる（移動側メンバー５の上下の折曲縁５１、５１方向に傾斜する）よう傾斜したロッ
ク解除案内突片７２、７２と、取付基板７１の後端上下端部に形成され、回動範囲規制孔
７００を貫通し、固定側メンバー１の基板１２方向に突出する姿勢維持突片７３、７３と
、姿勢維持突片７３、７３の固定側メンバー１の基板１２側の端部から固定側メンバー１
の上下の折曲縁１１、１１方向に突出するロック用突片７４、７４より構成され、連結ピ
ンにて中間メンバー３の後部所定位置に回動自在に連結されている。
【００２４】
　尚、ロック解除案内突片７２、７２と姿勢維持突片７３、７３と、ロック用突片７４、
７４と、ロック用突片７４、７４に対応する固定側メンバー１の係止部１５、１５が上下
に対称的に設けられているのは、スライドレールを左右兼用として使用する為である。
　又、上記姿勢維持突片７３、７３は固定側メンバー１の基板１２方向に向かって互いの
間隔が広がるよう傾斜しており（固定側メンバー１の基板１２方向で、固定側メンバー１
の折曲縁１１、１１側に傾斜する）、下方の姿勢維持突片７３が回動範囲規制孔７００の
下端縁に当接した状態で、回動ロック片７の自重が、ロック用突片７４、７４が常に固定
側メンバー１の基板１２方向に移動するよう負荷されるので、ロック用突片７４は確実に
係止部１５に係止する。
　尚、ロック回動片７、係止部１５、中間メンバー３、移動側メンバー５は、出願人が先
に出願した特開２００３－３１０３６９号公報に記載されたロック回動片、係止部、中間
メンバー、移動側メンバーと同様に構成され、同じ様に作用するので詳細な説明は省く。
【００２５】
　中間メンバー３の外メンバー３２の前端部に取付けられる案内部材９は、図１０、図１
３に示すように、外メンバー３２の基板３２２の前端部に形成された嵌合孔９０に嵌合す
る嵌合突部９０１を有する取付基板９１と、移動側メンバー５と外メンバー３２の上下の
ボール摺動溝間に位置する案内突部（図示せず。）と、移動側メンバー５のロック用レバ
ー６に対応して取付基板９１の前部から、移動側メンバー５方向で、且つ、前方に突出す
るストッパー部９３と、取付基板９１の後端部に位置するリテーナー保持部９４より、合
成樹脂材にて一体に形成されている。
【００２６】
　取付基板９１は、ロック用レバー６とストッパー部９３の係合が支障なく行えるよう、
ストッパー部９３の所定位置後方から、収納方向に順次厚みが大きくなる、案内傾斜部９
１１を有し、案内傾斜部９１１の後端に前記リテーナー保持部９４が収納方向に突出して
形成されている。
【００２７】
ロック用レバー６は、図１０、図１３に示すように、連結基板６１と、弾性変移部６２と
、弾性変移部６２の前端に連設された先端変移部６３と、先端変移部６３の内面側から移
動側メンバー５の基板５２に形成された逃がし孔６３１を挿通して外方に突出する操作用
連結突片６４により合成樹脂材にて一体に形成され、弾性変移部６２と連結基板６１の連
続部に弾性用凹条６１０が形成されている。
　そして、連結基板６１の上下端部には、移動側メンバー５の各折曲縁５１、５１と基板
５２の角部内面側に嵌入する嵌入突縁（図示せず。）が形成され、中央部には、嵌合孔６
０１が形成され、移動側メンバー５には、取り付け状態のロック用レバー６が移動側メン
バー５の摺動方向に移動するのを防止するよう、嵌合孔６０１に嵌合する嵌合突部５７と
移動規制突部５８が形成されている。
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【００２８】
　又、移動側メンバー５が外メンバー３２に対して所定位置まで引き出された時に、移動
側メンバー５を停止させるため、ストッパー部９３に係合するストッパー孔６２１が、弾
性変移部６２に形成されている。
　先端偏移部６３は、移動側メンバー５の摺動時、ボールリテーナー４の基板４２の内面
、及び、案内部材９の案内傾斜部９１１、リテーナー保持部９４の内面等に接触するので
、基板５２側に彎曲せしめた形状に形成されている。
　尚、案内部材９、及び操作用連結突片６４がない状態のロック用レバー６は、出願人が
先に出願した特開２００３－３２５２６号公報に記載された案内部材、ストッパー部材と
同様に構成され、同様に作用するので詳細な説明は省く。
【００２９】
　一方、左右のスライドレール１００、１００間に配設され、左右同時に左右のロック用
レバー６、６を操作する連係機構７６は、端部が操作用連結突片６４、６４に回動自在に
連結される左右の操作用リンク７６１、７６２と、左右の操作用リンク７６１、７６２の
他端を回動自在に連結するリンク連結部７７と、移動側部材２０３の左右方向中央部の前
端部分に臨んでロック解除操作部７８が設けられ、後端部に前記リンク連結部７７が設け
られ、移動側部材２０３の裏面に連結された前後保持座７９１、７９２に移動側メンバー
５の摺動方向に移動自在に保持された操作杆７９より構成されている。　
【００３０】
前後保持座７９１、７９２は同形に形成され、操作杆７９を移動側メンバー５の摺動方向
に移動自在に保持する前後挿通保持部７９３、７９４と、前後挿通保持部７９３、７９４
の上端から左右方向に突出し、移動側部材２３の裏面にネジ止め連結される連結孔が形成
された前左右連結用突片７９５、７９６と、後左右連結用突片７９７、７９８より合成樹
脂材にて一体に形成されている。
【００３１】
リンク連結部７７は、操作杆７９の後端部に連結保持される操作杆連結部７７１と、操作
杆連結部７７１より左右方向に突出し、左右の操作用リンク７６１、７６２が回動自在に
連結される左右リンク連結用突片７７２、７７３より合成樹脂材にて一体に形成されてい
る。
そして、移動側メンバー５の最大伸長状態で、左右の操作用リンク７６１、７６２と、左
右の操作用連結突片６４、６４の連結部分が、左右の操作用リンク７６１、７６２とリン
ク連結部７７の連結部より前側に位置するようそれぞれが回動自在に連結される。
【００３２】
したがって、ロック解除部７８が移動側メンバー５の収納方向に押し込まれて、操作杆７
９を介してリンク連結部７７が移動側メンバー５の収納方向に移動すると、左右の操作用
連結突片６４、６４とリンク連結部７７との間隔が離れようとするので、左右の操作用リ
ンク７６１、７６２によって、左右の操作用連結突片６４、６４は互いに近づく方向に引
き寄せられ、左右のロック用レバー６、６はロック解除姿勢となり、ロック解除部７８が
移動側メンバー５の収納方向に押し込まれているので、同時に、移動側メンバー５は収納
方向に移動し、やがて、回動ロック片７の係止状態を解除し、移動側メンバー１内に中間
メンバー３、移動側メンバー５が収納され最短収縮状態（移動側部材２０３が収納体２０
１に収納された状態）となる。
すなわち、移動側部材２０３の前端中央部で、ロック解除部７８を指先で操作するだけで
、移動側部材２０３（移動側メンバー５）を収納方向に移動する事ができる。
【００３３】
本発明は上記のように構成され、収納状態から移動側メンバー５（移動側部材２０３）
が引き出されると、中間メンバー３の外メンバー３２に対し、移動側メンバー５が摺動し
、移動側メンバー５の折曲縁５１の後端部が、回動ロック片７より前方に位置した時、回
動ロック片７のロック用突片７４は、やや下方に変移して、固定側メンバー１の折曲縁１
１内面に接触した状態となり、やがて、移動側メンバー５の中程に設けられたロック用レ
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バー６の先端変移部６３が中間メンバー３（外メンバー３２）の案内部材９を通過して前
方に突出しながら弾性によって中間メンバー３（外メンバー３２）の基板３２２の方向に
移動して、ストッパー孔６２１がストッパー部９３に係合して、移動側メンバー５の中間
メンバー３に対する移動は停止し（図１０に示す状態。）、移動側メンバー５は中間メン
バー３（移動側支持メンバー）にロックされた状態となる。
【００３４】
　次に、固定側メンバー１に対し中間メンバー３（内メンバー３１）が摺動すると、ロッ
ク用突片７４が固定側メンバー１の折曲縁１１の内面に接触しながら中間メンバー３と共
に摺動し、やがて、係止部１５にロック用突片７４が自重によって係止し（この時、下方
の姿勢維持突片７３が回動範囲規制孔７００の下端縁に当接するので、必要以上に下方に
回動する事はなく、又、回動ロック片７の自重により、ロック用突片７４、７４は確実に
係止部１５に係止する。図１１、図１２に示す状態。）、同時に、ボールリテーナー２の
基板２２の前端部は、固定側メンバー１の中間メンバー前ストッパー（図示せず。）に当
接し、中間メンバー３の内メンバー後ストッパー３１３がボールリテーナー２の後端に当
接して、固定側メンバー１に対する中間メンバー３の摺動が停止する。この状態で、スラ
イドレール１００、１００は最大伸長状態が維持される。
【００３５】
例えばこの状態で、移動側部材２０３あるいは移動側部材２０３に載置された物品に収納
方向への力を不測に負荷したとしても、移動側部材２０３は収納方向へもあるいは引き出
し方向へも移動することがなので、気遣いなく作業を行う事ができ、非常に使い勝手がよ
い。
又、従来、ロック解除レバー６が移動側メンバー５の摺動方向中央部側方に設けられ、ス
ライドレール１００、１００が引き出された状態では、ロック解除レバー６を移動側メン
バー５の双方から操作しなければならなかった。
そのため、移動側メンバー５の側方を隠蔽することができず、移動側メンバー５、５の側
面側が露出して収納体２０１等の美観を損なったり、又、移動側メンバー５、５の摺動を
円滑に行う為に塗られたグリース等の潤滑油が不測に衣服等に付着するなどの問題が、あ
ったが、ロック解除操作部７８を移動側部材の前面側に設けたので、図１６に示すように
、移動側部材２０３の左右端部に下方に突出して移動メンバー５、５を側方から隠蔽する
隠蔽部材２０６、２０６を取付けて使用することもできる。さらに、移動側部材２０３の
左右幅に関係なく使用することができる。
【００３６】
　次に、ロック解除部７８を移動側メンバー５の収納方向に押して、ロック用レバー６と
ストッパー部９３との係合状態を解除して、移動側メンバー５を収納していくと（図１３
に示す状態。）、移動側メンバー５の下側の折曲縁５１の後端が、回動ロック片７の下側
のロック解除案内突片７２に接触しながら回動ロック片７を上方に回動させ、ロック用突
片７４を係止部１５から逸脱させて、中間メンバー３と固定側メンバー１のロック状態を
解除し（図１４、図１５に示す状態。）、次に、下側の折曲縁５１が、ロック解除案内突
片７２の下側に位置することで、ロック解除状態を維持した状態で、移動側メンバースト
ッパー５３、５３が案内部材９の一部に当接して、移動側メンバー５が中間メンバー３に
収納され、次に、移動側メンバー５と中間メンバー３は、固定側メンバー１に対し摺動し
、固定側メンバー１の中間メンバー後ストッパー１３の内面に、中間メンバー３の外メン
バー後ストッパー３２３が当接して停止し、スライドレールが最も縮小した状態となる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の使用状態を示す斜視図
【図２】移動側部材を取外した状態の図１に対応する斜視図
【図３】左右のスライドレールと連係機構を示す斜視図
【図４】本発明のスライドレールの斜視図
【図５】図４のＡ部拡大図
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【図６】図４のＢ部拡大図
【図７】図４のＣ部拡大図
【図８】図３のＤ部拡大図
【図９】図３のＥ部拡大図
【図１０】ロック用レバーとストッパー部のロック状態を示す要部断面図
【図１１】回動ロック片と固定側メンバーの係合状態を示す要部正面図
【図１２】図１１のＦ－Ｆ部断面図
【図１３】ロック用レバーとストッパー部のロック状態が解除された状態を示す要部断面
図
【図１４】回動ロック片と固定側メンバーの係合状態が解除された状態を示す要部正面図
【図１５】図１４のＧ－Ｇ部断面図
【図１６】本発明の他の使用状態を示す斜視図
【符号の説明】
【００３８】
１　　　　　　　固定側ーメンバー
１１、１１　　　上下両折曲縁
１５          　係止孔
１００　　　　　スライドレール
３         　 　中間メンバー
５　　　　　　　固定側メンバー
６　　　　　　　ロック用レバー　　
６４　　　　　　操作用連結突片　　　　
７６　　　　　　連係機構
７６１　　　　　左の操作用リンク
７６３　　　　　右の操作用リンク
７７　　　　　　リンク連結部
７８　　　　　　ロック解除操作部
７９　　　　　　操作杆
９　　　　　　　案内部材
９３　　　　　　ストッパー部
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